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（SAF）の開発推進と空港における施設・車両及び地上の航空機からの CO2 排出削減の取組
みを進めるとともに、空港の特性を踏まえた再生可能エネルギーの活用を加速させていく必要

令和４年度　運動方針

　本協議会は、昭和 42 年（1967 年）の設立以来、経済社会構造に対応した空港整備の推進
と環境対策・安全対策の充実・確保を求めるとともに、航空機燃料譲与税制度の維持やＣＩＱ

体制の強化を求めるなど、広範な運動を展開してきた。

　航空を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況に

あるものの、ワクチン接種率の向上、社会経済活動の再開に伴い、航空需要は徐々に回復の兆し

がみられる。日本においても、厳格な出入国制限の継続により国際線は低迷した状況が続いてい

るものの、新型コロナウイルス感染症の水際対策について、政府は６月１日より、１日当たりの

入国者数の上限を２万人に引き上げ、今後も感染状況を踏まえながら段階的に緩和を進めていく

考えを示している。また、今まで停止していた外国人観光客の受け入れが再開された。国内線は

需要が回復基調にあり、運航便数はコロナ禍が本格化する直前の水準に近づきつつある。

　一方で、過去に例を見ない規模での航空需要の大幅な減少が長期化したことにより、航空会

社や空港会社等航空関連業界は、巨額の赤字を計上するなど、引き続き、甚大な影響が生じて

いる。国は航空ネットワークを維持・確保し、2030 年訪日外国人旅行者 6,000 万人の政府
目標達成等に向けて需要回復後の成長投資を下支えするため、「コロナ時代の航空・空港の経

営基盤強化に向けた支援施策一覧」を新たに取りまとめ、各種支援策を強化した。また、観光

庁はＧｏＴｏトラベルが再開するまでの代替として実施している「地域観光事業支援（県民割）」

について、７月 14 日まで期間延長し、全国を対象とした観光需要喚起策を７月前半から実施
することを発表した。本協議会は、感染状況を見極めつつ、今後も需要喚起の取組等により国

内外の航空ネットワークの早期正常化につながることを期待する。

　こうしたなか、航空需要の回復や将来の増大、2025 年大阪・関西万博の開催等を見据え、
航空機の安全管理が損なわれないよう、操縦士や整備士の技能維持及び人材確保に加え、航空

輸送の安全対策の強化と航空会社に対する安全運航の指導の徹底が一層求められる。また、大

規模な地震や台風等による自然災害が発生した場合においても航空ネットワークを維持できる

よう、空港ＢＣＰ（事業継続計画）の改善や空港連携の深化など、迅速かつ機動的に対応しう

る危機管理体制の構築が必要である。空港は災害時に防災拠点・輸送拠点として活用されるほ

か、去る３月 16 日に発生した福島県沖を震源とする地震により不通となった新幹線等地上交
通機関の代替輸送においても重要な役割を果たしていることに加え、平時の救急医療において

も欠かすことのできない都市基盤施設であることからも、様々な事態を想定した積極的な整備

及び適切な管理が求められる。

　また、「2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」に向け、持続可能な航空燃料

がある。

　こうしたことから、本協議会は、本年度の運動方針として、航空の安全の確保並びに航空需

要の早期回復、航空ネットワークの充実や公共交通としての地方路線・離島路線の維持方策の

充実を強く国に求めるとともに、空港と周辺地域が調和し、ともに発展するため、自主事業の

充実をはかりつつ、下記重点事項の実現に向けて強力に運動を展開する。

記
　　　　　　１．財源の確保

　　　　　　２．航空の安全の確保と防災対策の充実

　　　　　　３．環境対策の推進

　　　　　　４．空港の高質化と機能の活用

　　　　　　５．航空需要の早期回復に向けた取組の推進

　　　　　　６．空港運営の民間委託

　　　　　　７．自主事業の充実
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　　　　　　４．空港の高質化と機能の活用

　　　　　　５．航空需要の早期回復に向けた取組の推進

　　　　　　６．空港運営の民間委託

　　　　　　７．自主事業の充実
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令和４年度　運動方針の具体的事項

１．財源の確保

⑴　航空機燃料譲与税は、空港周辺地域の安全・環境対策の重要な財源であることから、制
度を維持し、関係地方公共団体の必要な財源を確保すること。また、算定方法を明確にす

ること。

⑵　新型コロナウイルス感染症に係る影響により航空機燃料譲与税の大幅減収が生じるな
か、空港関係市町村においては、空港と地域の共存共栄に向けて継続的・計画的に行う必

要のある航空機騒音障害対策・安全対策、空港の整備・維持管理、空港関連施設・道路の

整備等のため、整備費用の起債償還を含め、年次的に一定の予算を確保する必要があるこ

とから、財政措置を講じること。

⑶　航空機燃料譲与税の使途について、空港に関連する施設の維持管理など、範囲の拡大を
はかること。

⑷　国有資産等所在市町村交付金の特例を撤廃するとともに、実態に則した評価方法を検討
すること。

⑸　航空機償却資産の課税特例措置の適正化をはかること。
⑹　特定飛行場周辺において移転補償により国が買い入れた土地について、国有資産等所在
市町村交付金の対象とすること。

⑺　コミューター航空事業に係る公租公課の減免及びコミューター機材購入などに対する助
成を行うこと。また、コミューター航空事業者への地方公共団体の運航補助に対する地方

交付税による財源措置を講じること。

⑻　航空機燃料譲与税不交付団体の空港対策に係る財源措置を講じること。
⑼　空港整備に係る公共事業等債の元利償還に算入される地方交付税の確保をはかること。
⑽　直轄事業負担金については、国と地方の役割分担の明確化をはかるなかで見直すこと。
⑾　離島航空路線の確保・維持をはかるための「離島航路航空路整備法 (仮称 )」の早期制
定をはじめ、地域振興につながるような総合的な支援策を着実に推進すること。

⑿　島民生活の安定や離島振興の観点から、引き続き離島空港の整備について特段の配慮を
すること。また、離島の特殊な交通事情に鑑み、離島航空路線に対する財政支援を講じる

こと。

⒀　国の新型コロナウイルス感染症対策に伴い今もなお苦境にある全国の空港の経営及び従
業員の雇用の維持に対して国が責任を持って支援策を講じること。新型コロナウイルスの

影響を受けた航空業界への支援に協力すること。とりわけ、財政基盤が脆弱な地方路線の

存続に向け、経営体力が低く資金確保が難しいリージョナル航空会社に対する支援を強化

すること。

２．航空の安全の確保と防災対策の充実

⑴　運航と整備並びに管制を含めた航空における安全・安心の確保をはかること。
⑵　国内外で製造された航空機の耐空性に係る情報収集・監督体制を強化し、運航に係る必
要な措置を適時講じること。

⑶　平成 30年３月に策定の「落下物対策総合パッケージ」に盛り込まれた対策を航空会社
や空港運営事業者とともに着実に実施すること。

⑷　空港等の耐震対策を計画的に実施するとともに、地震など大規模災害等に防災拠点とな
る空港機能の確保をはかること。

⑸　滑走路等の耐震工事等空港施設の整備にあたっては、工事が適正に行われていることを
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確認する方法を確立し、工事の品質を確保すること。

⑹　航空機の安全管理が損なわれないよう、操縦士や整備士等の技能維持及び人材確保に留
意し、適切な対策を講じること。

⑺　目指すべき将来の航空交通システムの構築の推進をはかるとともに、航空保安システム
の機能を保持するための整備をはかること。

⑻　ハイジャック・テロ対策等航空保安対策の強化をはかること。
⑼　空港及び周辺消防施設の整備を促進する等、防災対策の強化をはかること。

３．環境対策の推進

　⑴　発生源対策
　　①　低騒音機材の導入並びに優先滑走路方式の採用などの飛行経路・運航方式の改善によ

り、航空機騒音の軽減に努めること。

　　②　一般市街地を飛行するヘリコプター及び小型航空機については、騒音を低減させる運

航をすること。

　⑵　空港周辺対策
　　①　住宅及び教育施設等防音工事、移転補償等事業など空港周辺環境対策にあたっては、

社会情勢の変化や地域の実態を踏まえつつ、適正に実施すること。

　　②　住宅騒音防止工事のうち空気調和機器更新工事③については、単身世帯も補助対象と

すること。さらに、更新工事④の補助制度について、早期創設をはかるとともに、対象

区域住民への丁寧な説明を行うこと。

　　③　騒音対策区域の指定解除等に伴い住宅及び教育施設等防音工事等の区域外となった場

合は、過去の指定解除を含め、地元関係者や住民から理解を得られるよう、情報提供や

丁寧な説明を行うこと。

　　④　騒音対策区域の指定解除に伴い区域外となったものを含む移転補償跡地及び緩衝緑地

等の処分及び活用にあたっては、地元関係者との協議を十分に行い、理解を得たうえで

実施すること。

　　⑤　空港周辺の浸水対策として、空港内に雨水排水処理のための貯留施設を整備する等万

全の対策を講じること。

４．空港の高質化と機能の活用

　１）空港及び周辺関連施設整備

　⑴　空港の整備と高質化
・既存空港の機能の高度化を推進すること。

・交通政策基本法の趣旨に則り、離島を含む地方の振興をはかるため、地方空港の整備

を促進すること。

・国際航空ネットワークの充実に向け、ターミナル諸施設の機能向上とＣＩＱ体制の整

備・強化をはかること。また、効果的かつ短時間で感染症水際対策にも資するよう、

検疫等のあり方を改めて検討すること。

・新感染症の感染抑制に資する衛生的で快適な空港施設の高度化整備を推進すること。

・就航率改善、定時性の確保等による信頼性・利便性の向上をはかること。

・運用の変更等を行う場合は、地元への十分な情報提供と意見・要望を踏まえながら実

施すること。

・発着枠の割り振りにあたっては、地域交流の促進、地域経済の活性化を踏まえた枠配

分を行うこと。
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　⑵　空港施設のアメニティ整備
・多様化する空港利用者の安全性・快適性向上のためのユニバーサルデザイン化を推進

すること。

・空港が都市施設として地域により親しまれるよう、駐車場の緑化を進めるなど、空港

公園として整備すること。

　⑶　エコエアポートの推進
・地域環境と調和し地域と共生する空港をめざすため、エコエアポートを推進すること。

・「2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」に向け、空港において、施設・
車両からのＣＯ 2排出削減の取組をさらに進めるとともに、空港の特性を踏まえた
再生可能エネルギーの活用を加速させていくこと。

　⑷　地域の振興につながる周辺整備
　　　空港と地域との調和をはかるため、地域の振興につながる周辺整備を推進し、活性化

に努めること。

　⑸　鉄軌道並びに道路等の空港アクセス整備
　　　定時性の確保等利用者の利便性向上のため、鉄軌道系アクセス整備の充実をはかるこ

と。また、高速道路をはじめとする空港周辺アクセス道路の整備をはかること。

　

　２）空港機能の活用

　⑴　国際及び国内の航空ネットワークの充実と、乗継割引運賃制度の拡充や多頻度化等運
航の多様化により、利用者利便の向上をはかるとともに、地域間交流の拡大、地域の活

性化を推進すること。

　⑵　地方管理空港等を安定的に経営するため、生活路線を含めた地方路線・離島路線の着
陸料軽減措置の維持・充実など、適切な措置を行うこと。また、航空路線廃止にあたっ

ては、航空運送事業者と関係地方公共団体が十分な協議を実施できる仕組みを検討する

こと。

　⑶　地域の振興、空港機能の向上につながる周辺地域の取組に支援をすること。

５．航空需要の早期回復に向けた取組の推進

　⑴　Ｇｏｔｏトラベル事業に代表される効果的な国内観光需要喚起の取組を今後も推進する
こと。同時に、空の旅を含む社会経済活動の早期正常化に資する前向きな情報発信を行い、

航空需要の早期回復に向けた気運を醸成すること。

　⑵　航空・空港の利用者利便が損なわれないよう配慮し、多様な利用者に開かれた公共交通
機関・施設としての公共性を確保すること。

　⑶　生活路線を含めた地方路線・離島路線を維持し、社会経済活動を支える航空ネットワー
クの多様性の確保すること。

　⑷　国際線の復活に向けて、新型コロナウイルス感染症の状況等を見極めながら、出入国制
限の段階的緩和の適切な推進をはかること。

６．空港運営の民間委託

　⑴　国管理空港等の運営の民間委託にあたっては、各空港の実態を踏まえ、関係地方公共団
体への十分な説明と合意を得ること。また、地域の活性化に資するよう配慮すること。運

営権対価については、関係空港の機能向上へ投資し、地域の発展につなげていくこと。

　⑵　民間委託後の安全・環境対策については、国がその実施について責任を持つこと。また、
災害時にも空港機能及び航空ネットワークを維持できるよう、空港運営事業者を指導・監
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・多様化する空港利用者の安全性・快適性向上のためのユニバーサルデザイン化を推進

すること。

・空港が都市施設として地域により親しまれるよう、駐車場の緑化を進めるなど、空港

公園として整備すること。

　⑶　エコエアポートの推進
・地域環境と調和し地域と共生する空港をめざすため、エコエアポートを推進すること。

・「2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」に向け、空港において、施設・
車両からのＣＯ 2排出削減の取組をさらに進めるとともに、空港の特性を踏まえた
再生可能エネルギーの活用を加速させていくこと。

　⑷　地域の振興につながる周辺整備
　　　空港と地域との調和をはかるため、地域の振興につながる周辺整備を推進し、活性化

に努めること。

　⑸　鉄軌道並びに道路等の空港アクセス整備
　　　定時性の確保等利用者の利便性向上のため、鉄軌道系アクセス整備の充実をはかるこ

と。また、高速道路をはじめとする空港周辺アクセス道路の整備をはかること。

　

　２）空港機能の活用

　⑴　国際及び国内の航空ネットワークの充実と、乗継割引運賃制度の拡充や多頻度化等運
航の多様化により、利用者利便の向上をはかるとともに、地域間交流の拡大、地域の活

性化を推進すること。

　⑵　地方管理空港等を安定的に経営するため、生活路線を含めた地方路線・離島路線の着
陸料軽減措置の維持・充実など、適切な措置を行うこと。また、航空路線廃止にあたっ

ては、航空運送事業者と関係地方公共団体が十分な協議を実施できる仕組みを検討する

こと。

　⑶　地域の振興、空港機能の向上につながる周辺地域の取組に支援をすること。

５．航空需要の早期回復に向けた取組の推進

　⑴　Ｇｏｔｏトラベル事業に代表される効果的な国内観光需要喚起の取組を今後も推進する
こと。同時に、空の旅を含む社会経済活動の早期正常化に資する前向きな情報発信を行い、

航空需要の早期回復に向けた気運を醸成すること。

　⑵　航空・空港の利用者利便が損なわれないよう配慮し、多様な利用者に開かれた公共交通
機関・施設としての公共性を確保すること。

　⑶　生活路線を含めた地方路線・離島路線を維持し、社会経済活動を支える航空ネットワー
クの多様性の確保すること。

　⑷　国際線の復活に向けて、新型コロナウイルス感染症の状況等を見極めながら、出入国制
限の段階的緩和の適切な推進をはかること。

６．空港運営の民間委託

　⑴　国管理空港等の運営の民間委託にあたっては、各空港の実態を踏まえ、関係地方公共団
体への十分な説明と合意を得ること。また、地域の活性化に資するよう配慮すること。運

営権対価については、関係空港の機能向上へ投資し、地域の発展につなげていくこと。

　⑵　民間委託後の安全・環境対策については、国がその実施について責任を持つこと。また、
災害時にも空港機能及び航空ネットワークを維持できるよう、空港運営事業者を指導・監
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７．自主事業の充実

　⑴　空港フォーラムの充実
　　　会員を対象とした研修会を充実し、会員相互の交流と情報交換を推進する。

　⑵　実行運動の充実強化
　　　運動方針の具現化及び対策予算確保に係る実行運動を充実・強化する。

　⑶　研修の実施
　　　空港問題に関する実務者研修の実施。

　⑷　講演会等の開催と後援
　空港問題に関する調査・研究のための講演会等の主催及び後援。

督し、万全な対策を講じること。

　⑶　空港全体の価値向上をはかるため、民間の知恵と創意工夫が最大限発揮されるよう、空
港の設置及び管理に関する基本方針の見直し等、環境を整えること。

　⑷　空港運営事業者においては、過去に例を見ない規模での航空需要の大幅な減少が長期化
したことにより、依然として厳しい経営状況が続いていることから、空港運営事業者の経

営基盤・強化に係る航空支援策について検討し、実施すること。
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　空港問題に関する調査・研究のための講演会等の主催及び後援。

督し、万全な対策を講じること。

　⑶　空港全体の価値向上をはかるため、民間の知恵と創意工夫が最大限発揮されるよう、空
港の設置及び管理に関する基本方針の見直し等、環境を整えること。

　⑷　空港運営事業者においては、過去に例を見ない規模での航空需要の大幅な減少が長期化
したことにより、依然として厳しい経営状況が続いていることから、空港運営事業者の経

営基盤・強化に係る航空支援策について検討し、実施すること。
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空港整備に係る個別要望

⑴　釧路空港の機能向上と国際化の推進
・災害時を含め空港施設の機能を保持し、航空機の安全な運航を確保するため、空港施設

の着実な更新・改良等をはかること。

・一つのシステムで双方向の高カテゴリー対応が見込まれるＧＢＡＳ着陸システムの早期

導入等、より一層の安定運航が可能となる施設の整備を行うこと。

・ＩＬＳカテゴリーⅢｂをより利用しやすくするための支援制度の創設。

・ＣＩＱ体制の更なる整備と充実により機能の向上と国際化をはかること。

⑵　新千歳空港の拡張整備
・新型コロナウイルス感染症拡大収束後の航空需要増加を見据え、新たな滑走路整備や長

距離国際路線の安定就航が可能となる滑走路延長等、将来の課題に対応する空港施設の

機能強化・高質化について積極的に進めること。

・誘導路複線化をはじめとする冬期の安定運航等対策や空港施設の耐震化などの継続事業

については、必要な予算を確保し、着実に進めること。

・空港利用者の需要に対応するための二次交通の輸送力強化や、空港周辺沿道における北

海道らしさを感じられる景観整備など、利用者利便性や魅力の向上となる取組を促進す

ること。

・地域住民の不安を軽減し、航空輸送の安全・安心を確保するため、空港における新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のための水際対策について、感染リスクを最小限に抑える

受入環境の整備を進めること。

⑶　帯広空港の機能向上と整備促進
・国際チャーター便就航時のＣＩＱ体制の充実をはかること。

⑷　稚内空港の整備促進
・就航率を改善するための空港機能の充実をはかること。

・老朽化施設の更新・改良をはかり、航空機の安全運航及び十分な保安体制を確保して、

航空の安心・安全の確保及び空港の機能の継続的な保持に努めること。

⑸　紋別空港の拡充整備
・利用者の利便性の向上及び、航空機の安全運航を確保するため、空港施設の整備・更新

を円滑に実施すること。

⑹　旭川空港の整備促進
・侵入警戒センサーの整備について、財政支援を行うこと。

⑺　利尻空港の整備促進
・現在、滑走路25方向にＬＯＣ（ローカライザー）が設置されているが、霧や低雲など
悪天候による定期便の欠航や急患搬送要請時に着陸できない状況がある。これら地域住

民の利便性や観光産業の発展、さらには災害発生時や救急患者搬送などへの対応を考慮

し、滑走路25方向のＩＬＳ化（計器着陸による精密進入化）や滑走路07方向のＬＯＣ
設置など将来的な利尻空港の機能高度化をはかること。

⑻　女満別空港の国際化推進と利便性向上
・国際チャーター便の一層の就航環境向上のため、ＣＩＱ体制の充実・強化をはかる

こと。

・乗継利用の拡大に向けた発着時間の設定と割引制度の更なる拡充をはかること。

・中部線の通年運航の復活、ＬＣＣ路線による更なる国内線の充実をはかること。
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⑴　釧路空港の機能向上と国際化の推進
・災害時を含め空港施設の機能を保持し、航空機の安全な運航を確保するため、空港施設

の着実な更新・改良等をはかること。

・一つのシステムで双方向の高カテゴリー対応が見込まれるＧＢＡＳ着陸システムの早期

導入等、より一層の安定運航が可能となる施設の整備を行うこと。

・ＩＬＳカテゴリーⅢｂをより利用しやすくするための支援制度の創設。

・ＣＩＱ体制の更なる整備と充実により機能の向上と国際化をはかること。

⑵　新千歳空港の拡張整備
・新型コロナウイルス感染症拡大収束後の航空需要増加を見据え、新たな滑走路整備や長

距離国際路線の安定就航が可能となる滑走路延長等、将来の課題に対応する空港施設の

機能強化・高質化について積極的に進めること。

・誘導路複線化をはじめとする冬期の安定運航等対策や空港施設の耐震化などの継続事業

については、必要な予算を確保し、着実に進めること。

・空港利用者の需要に対応するための二次交通の輸送力強化や、空港周辺沿道における北

海道らしさを感じられる景観整備など、利用者利便性や魅力の向上となる取組を促進す

ること。

・地域住民の不安を軽減し、航空輸送の安全・安心を確保するため、空港における新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のための水際対策について、感染リスクを最小限に抑える

受入環境の整備を進めること。

⑶　帯広空港の機能向上と整備促進
・国際チャーター便就航時のＣＩＱ体制の充実をはかること。

⑷　稚内空港の整備促進
・就航率を改善するための空港機能の充実をはかること。

・老朽化施設の更新・改良をはかり、航空機の安全運航及び十分な保安体制を確保して、

航空の安心・安全の確保及び空港の機能の継続的な保持に努めること。

⑸　紋別空港の拡充整備
・利用者の利便性の向上及び、航空機の安全運航を確保するため、空港施設の整備・更新

を円滑に実施すること。

⑹　旭川空港の整備促進
・侵入警戒センサーの整備について、財政支援を行うこと。

⑺　利尻空港の整備促進
・現在、滑走路25方向にＬＯＣ（ローカライザー）が設置されているが、霧や低雲など
悪天候による定期便の欠航や急患搬送要請時に着陸できない状況がある。これら地域住

民の利便性や観光産業の発展、さらには災害発生時や救急患者搬送などへの対応を考慮

し、滑走路25方向のＩＬＳ化（計器着陸による精密進入化）や滑走路07方向のＬＯＣ
設置など将来的な利尻空港の機能高度化をはかること。

⑻　女満別空港の国際化推進と利便性向上
・国際チャーター便の一層の就航環境向上のため、ＣＩＱ体制の充実・強化をはかる

こと。

・乗継利用の拡大に向けた発着時間の設定と割引制度の更なる拡充をはかること。

・中部線の通年運航の復活、ＬＣＣ路線による更なる国内線の充実をはかること。
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⑼　青森空港の空港機能の充実
・名古屋（小牧）線、神戸線の利用促進

・東京線ダブルトラック化をはじめとする国内路線の充実

・札幌線、大阪線の利用者拡大のための宣伝強化

・ソウル線・天津線・台北線の継続をはじめとする国際路線の充実

・ＣＩＱ体制の充実・強化

・航空路線と新幹線を組み合わせた旅行商品造成の促進

⑽　三沢空港の周辺環境整備と運航拡充
・三沢空港の利用者が安定的に駐車場を利用できるように、空港敷地内だけではなく、隣

接地も含めた、三沢空港の一体的な整備及び機能強化のため周辺環境整備への支援。

・東京羽田線４便化体制を維持するための各種施策及び他路線の増便要請への支援。

⑾　花巻空港の運航拡充及び国際化の推進
・岩手県内をはじめ東北のインバウンドの回復及び増加に向け、訪日誘客支援空港の「拡

大支援型」への格上げ認定、又は同等の支援措置が受けられるよう制度を拡充するとと

もに、航空旅客の円滑な受入れのため、花巻空港の検疫体制及び保安対策の充実・強化

をはかること。

・インバウンド効果の地方への波及の観点から、花巻空港へのＬＣＣを含めた国際便の就

航を促進する施策を講じること。

・花巻空港と関西国際空港及び中部国際空港との路線復活をはかること。

・ゲートウェイ空港としての活用を強化する観点から、新千歳空港、那覇空港、福岡空港

等から花巻空港への国内路線網の拡充をはかること。

⑿　秋田空港の機能と利便性向上
・国際線については、地方空港利用者の増加をはかる施策を実施するとともに、国内線に

ついては、大型機材の就航を働きかけること。

⒀　大館能代空港の利便性向上
・東京便の３便化及び大阪便の運航再開による利便性向上をはかること。

⒁　山形空港の運航充実
・既存路線（東京・大阪・名古屋・札幌）の運航充実と利便性の向上。運休路線の運航再

開等地方路線の運航拡充。

⒂　庄内空港の運航拡充と施設整備
・国内線の運航拡充（羽田空港線の増便）

・ＬＣＣなど国内線の運航拡充（成田空港線の再開、大阪線の復活）

・国際チャーター便の受け入れ環境整備

・安定輸送のための滑走路の延長（2,500ｍ化）
⒃　仙台空港周辺地域への配慮

・仙台国際空港株式会社が事業遂行する際に、安全・環境対策が適正に実施され、これま

での安全・環境対策が後退することのないよう、国が指導・監督する等責任を持って関

わること。

・独立行政法人　航空大学校の定員数が平成30年度より増加し、仙台分校での訓練が令
和２年度より開始されているが、定員数の増加に比例して仙台空港周辺での航空大学校

訓練機の騒音が増加することのないよう、対策を講じること。

・「仙台空港の運用時間24時間化に関する覚書」締結後の運用時間の延長時間帯におい
ては優先滑走路方式を遵守すると共に優先滑走路を使用できない場合には離陸経路を空

港西側の直進に限定する西側経路対策を遵守すること。
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・札幌線、大阪線の利用者拡大のための宣伝強化

・ソウル線・天津線・台北線の継続をはじめとする国際路線の充実

・ＣＩＱ体制の充実・強化

・航空路線と新幹線を組み合わせた旅行商品造成の促進

⑽　三沢空港の周辺環境整備と運航拡充
・三沢空港の利用者が安定的に駐車場を利用できるように、空港敷地内だけではなく、隣

接地も含めた、三沢空港の一体的な整備及び機能強化のため周辺環境整備への支援。

・東京羽田線４便化体制を維持するための各種施策及び他路線の増便要請への支援。

⑾　花巻空港の運航拡充及び国際化の推進
・岩手県内をはじめ東北のインバウンドの回復及び増加に向け、訪日誘客支援空港の「拡

大支援型」への格上げ認定、又は同等の支援措置が受けられるよう制度を拡充するとと

もに、航空旅客の円滑な受入れのため、花巻空港の検疫体制及び保安対策の充実・強化

をはかること。

・インバウンド効果の地方への波及の観点から、花巻空港へのＬＣＣを含めた国際便の就

航を促進する施策を講じること。

・花巻空港と関西国際空港及び中部国際空港との路線復活をはかること。

・ゲートウェイ空港としての活用を強化する観点から、新千歳空港、那覇空港、福岡空港
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⒄　福島空港の運航拡充と周辺整備
・国際定期路線の早期再開並びにＣＩＱ体制の充実による国際空港化の推進をはかる

こと。

・乗継利用など利便性を高めた発着時刻の設定をはかること。

・原子力災害で観光産業が大打撃を受け、利用客減少により路線維持が厳しく、路線維持

をはかるための助成制度の創設を行うなど、被災地の総合的な支援をはかること。

・防災拠点空港としての機能強化整備をはかること。

⒅　新潟空港の整備と機能強化
・津波や河川氾濫、大雨等の災害時の空港機能を確保するため、機能強化をはかること。

・冬期降雪時の安全性の向上及び安定就航を確保するため、空港機能の充実をはかる

こと。

・騒音対策区域の縮小後も引き続き緩衝緑地帯を現状どおり維持管理し周辺環境に配慮す

るとともに、更なる改善を視野に空港整備をはかること。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、空港利用者減少や施設使用料減収など極めて

厳しい経営状況にある空港ビル会社に対し、更なる支援策を講じること。

⒆　佐渡空港の拡張整備と離島航空路補助制度の要件緩和及び財政支援
・島民の安全・安心の確保及び地域経済の活性化のため、佐渡空港の滑走路2,000ｍ化の
早期実現をはかること。

・離島航空路線に係る運航費補助について、「代替交通機関による所要時間が概ね２時間

以上であること」という補助対象要件を大幅に緩和し、離島の近距離航空路線にも配慮

すること。

・航空機購入に係る補助について財政支援の強化をはかること。

⒇　小松空港の国際化推進と利便性向上
・国際化推進のため、ＣＩＱ体制の充実強化をはかること。

・成田空港・羽田空港のハブ化の強化及び乗継割引運賃制度の更なる充実と周知をはかる

こと。

・羽田便の利便性向上とその他の国内既存路線の充実及び国内新規路線の開設を推進する

こと。

・空港内道路及び駐車場の利便性向上並びに駐車料金の更なる軽減をはかること。

21　松本空港の整備充実
・更なる路線拡充に対応するため、駐機場及び整備場の新設など、施設機能強化に向けた

整備充実をはかること。

22　百里飛行場（茨城空港）の首都圏空港としての積極的な活用
・増大する首都圏の航空需要に対応するため、低コストで発着可能な茨城空港を、羽

田・成田空港を補完する首都圏第３番目の空港として位置付け、積極的な活用に努め

ること。

・国際路線の増加に対応するため、更なるＣＩＱ体制の充実をはかること。

・民間航空機の運航に関する共用空港の弾力的運用をはかること。

・利用者の利便性向上のため、一層の空港機能強化をはかること。

・空港を利用したイベントの開催など、空港の利用促進のための支援の拡充をはかる

こと。

23　成田国際空港の整備
・成田空港の更なる機能強化策の実施にあたっては、環境対策及び地域振興策の充実をは

かるとともに、落下物対策の強化等、地域からの要望に関する対応策を講じること。
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・成田空港を国際基幹空港として位置付けた首都圏空港の一体的運用をはかるため、成

田・羽田両空港間及び、都心と成田・羽田両空港間の鉄道アクセスの改善を推進する

こと。

・航空機からの落下物根絶を目指し、落下物防止対策基準の遵守徹底や、情報収集及び分

析の強化に取り組むこと。落下物や部品欠落事案が発生した際は、関係期間に対し速

やかに報告するとともに、再発防止のための様々な取り組みについて情報を提供する

こと。

・新型コロナウイルス感染症により、航空業界は大きな影響を受けているところである

が、成田空港の更なる機能強化は、中長期的な航空需要に対応するために必要な施策で

あり、我が国の成長戦略の一環としても着実に進める必要があることから、当初の予定

通り推進すること。

24　東京国際空港の空港アクセスの充実と機能強化
・空港利用者の利便性向上と、周辺環境の保全維持のため、鉄軌道（京浜急行電鉄空港線

と東京急行電鉄多摩川線を短絡する新空港線「蒲蒲線」及び区部周辺部環状公共交通）

及び道路（国道357号線川崎側未整備区間）の整備を進めること。
・羽田空港において新飛行経路の運用が開始されたが、空港周辺や飛行経路下の住民から

は騒音や落下物を心配する声が出ている。これまで示された騒音軽減対策、安全対策等

を確実に実施し、その検証や評価を含めた更なる対策の強化及び徹底をはかるととも

に、様々な手段により、情報提供の充実を行うこと。また、空港周辺地域のまちづくり

に関して、地域への必要な支援を行うこと。

25　八丈島空港の整備促進
・空港機能の拡充と利便性向上のため、ターミナルビルの増改築に財政支援を行うこと。

26　静岡空港のアクセスの充実及び機能強化
・空港利用者の利便性向上及び空港の機能強化のため、空港直下を通過する東海道新幹線

の新駅設置を推進すること。

・空港へのアクセス向上及び空港周辺地域の生活環境の向上のため、空港アクセス道路の

整備に関する財政的支援策を講じること。

27　名古屋飛行場の路線確保と支援
・利用者ニーズに対応した路線確保のために必要な措置を講じること。

・コミューター機・ビジネス機など小型航空機を中心とする多様な運航をめざす都市型総

合空港のモデルケースとして位置付け、積極的な支援を行うこと。

・名古屋飛行場周辺の国管理地について、周辺住民の民生安定をはかるために、引き続き

無償で使用できるよう配慮するとともに、空港設置管理者である県による取得管理を推

進すること。

28　中部国際空港の二本目滑走路整備及びアクセスの充実
・中部国際空港が国際拠点空港の一つとして、真に24時間運用可能な機能を備えるた
め、二本目滑走路整備に関する所要の調査・検討を推進すること。また、空港アクセス

の利便性及び信頼性向上のため、西知多道路整備を着実に進めること。

29　八尾空港の安全確保と環境整備
・市街地に位置する空港の立地特性を踏まえ、安全運航に万全を期し、地域住民の安全を

確保するとともに、地域と共存する空港となるよう、周辺地域の生活環境の向上に資す

る整備の充実をはかること。

30　関西国際空港の機能充実及び国際的競争力強化による国際ハブ化の早期実現
・関西エアポート株式会社が、創意工夫を活かした効率的かつ戦略的経営によって関西国
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際空港のポテンシャルを最大限に引き出し、国際競争力の強化をはかれるようできる限

りその意向に配慮すること。また、法令に定める監督、認可等の権限を適正に行使し、

空港の円滑な運営、事業価値の更なる向上に資するよう航空需要の拡大に向けた対策を

講じること。

・24時間運用の国際ハブ空港にふさわしい航空ネットワークを構築するため、内際乗継
機能を強化するための方策を講じるとともに、経営統合法の基本方針を踏まえ、関西国

際空港が有する将来の拡張性及び安全・環境面の優位性を活かした、国際拠点空港とし

ての更なる機能の強化に努めること。

・人・モノ・情報の交流拠点として優れた能力を発揮するため、大阪都心部とのアクセス

改善が可能となる高速鉄道等の整備を早期具体化すること。

・関西国際空港全体構想の早期実現に向けて２期事業の完全供用をはかること。

・海上空港という特性に起因する津波や海上テロなどにより空港が孤立することがないよ

う、アクセスルートの冗長化により空港の安全・安心を確保するため、新たに南ルート

の早期具体化をはかること。

・2025年大阪・関西万博の開催に向け、第１ターミナルリノベーションが着実に実施で
きるよう、財政支援の他、出入国審査官等の増員など、更なる機能強化をめざした取組

に対して必要な措置を講じること。

31　大阪国際空港の利用者利便の向上と機能の活用
・存続協定の趣旨に則り、国は責任を持って、環境基準の達成に向けて不断の努力を行う

とともに、万全な安全・環境対策が実施されるよう、空港運営権者等を指導・監督する

こと。

・本空港を国及び地域の貴重な資源として、交通アクセスを含め、その利便性を向上させ

るとともに、地域振興につながる取組を総合的に支援すること。

・国内外の旅行需要の回復・拡大が期待されるなか、空港運営権者や航空会社の判断に

よって国際チャーター便や国内長距離便の運航が可能となるよう、また、第９回関西

３空港懇談会で合意された発災時の３空港相互支援体制の構築が可能となるよう、国が

主体的に「空港の設置及び管理に関する基本方針」及び「関西国際空港及び大阪国際空

港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する基本方針」その他の必要な見直し並びに

それらの見直しに向けた環境整備を行うこと。

32　但馬空港の機能充実
・空港利用者の利便をはかるため、東京直行便（羽田空港乗り入れ）の早期実現をはかる

こと。

33　神戸空港の機能充実・規制緩和
・利用者や航空会社から強い要望が寄せられている神戸空港の機能充実について早期実現

をはかること。

34　岡山空港の空港機能の充実
・国際化の伸展に対応して、ＣＩＱ体制の整備・充実をはかること。

35　広島空港の空港機能の拡充と国際化の伸展
・中国・四国の拠点として、新規国際定期路線の開設及びＣＩＱ業務体制の拡充をはかる

とともに、空港機能の拡充と利便性向上のため、ターミナルビルの拡張を行うこと。

・災害時を含め空港施設の機能を保持し、航空機の安全な運航を確保するため、基本施設

等の着実な更新・改良をはかること。

36　鳥取空港の運航拡充と空港機能の充実
・国際化推進のため、ＣＩＱ体制の充実強化をはかること。
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・東京線の運航ダイヤの改善及び運賃割引制度の拡充をはかること。

37　美保飛行場（米子空港）の空港機能の充実と運航拡充
・国際線の就航環境向上のため、ＣＩＱ体制の充実をはかること。

・運休路線の運航再開をはかり、航空ネットワークを維持すること。

38　隠岐空港の利便性の向上及び運航拡充
・利用者のニーズ、利便性に応じた機材での運航と、ダイヤ改善をはかること。

・離島振興、地域振興、観光振興の観点から、東京直行便の実現に向けた対応策の拡充を

はかること。

39　出雲空港の空港機能の充実と運航拡充
・国際化推進のため、ＣＩＱ体制の充実強化をはかること。

・東京路線の通年６往復運航または中型機増便、及び料金低廉化

・福岡路線の３往復運航及びダイヤ改善

・札幌（新千歳）路線の２ヵ月間（7・8月）運航
40　石見空港の利便性向上及び国際化推進

・利用者の利便性の向上及び地域振興のため、東京便１日２往復運航の継続と大阪便定期

運航再開をはかること。

・国際チャーター便の一層の就航環境向上のため、ＣＩＱ体制の充実強化をはかること。

41　徳島空港の運航拡充
・利用者のニーズに対応した運航ダイヤの設定をはかること。

・航空機の整備・運航に万全を期し、利用者・空港周辺地域住民の安全を確保するととも

に騒音緩和をはかること。

・乗継割引を含めた運賃割引制度の拡充をはかること。

42　松山空港の耐震強化と機能の拡充
・地震災害時においても、滑走路2,500ｍの機能が確保できるよう、耐震対策をはかる
こと。

・現在の混雑状況の解消や将来の航空需要に対応するため、スポットの増設をはかる

こと。

・空港機能の拡充と空港利用者の利便性向上のため、バス（タクシー）プールの改善をは

かること。

43　高知空港の安全運航の徹底と周辺環境整備及び利活用の推進
・航空機の整備については万全を期すとともに、安全な運航に努めること。

・離発着での振動及び排気ガスに対する対策を講じること。

・防災対策、危機管理対策の強化をはかること。

・空港を利用したイベントの開催など、空港の利用促進のための財政支援の拡充をはかる

こと。

・騒音対策区域の指定解除に伴い、区域外となった緩衝緑地等の処分については、周辺住

民及び地元関係機関との協議を十分に行い、理解を得たうえで実施すること。

44　北九州空港の機能強化及び利活用推進
・滑走路3,000ｍ化の早期供用に向けた協力。
・物流拠点機能の向上及び航空機産業の発展に向けた協力。

・新門司沖土砂処分場（３工区）の活用に向けた協力。

45　福岡空港の機能強化と周辺環境整備の推進
・民間による空港運営においても、安全性や公共性が確保されるよう、運営状況の監督・

指導や必要な支援など、適切な取組を講じるなど、国が責任を持って関わること。
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・航空機混雑を抜本的に解消するとともに、将来の航空需要に適切に対応していくため、

滑走路増設の早期完成をはかること。なお、関係の工事にあたっては、周辺住民の生活

環境に配慮すること。

・今後も増加が見込まれる国際線については、入国審査官の更なる増員や顔認証ゲート

の運用対象の拡大による出入国の迅速化など、ＣＩＱ業務の更なる柔軟な対応をはか

ること。

・空港機能の強化に併せた空港と周辺地域との共生策として取り組む、空港と周辺地域の

振興と活性化を推進するためのまちづくりに参画すること。

・福岡空港は市街地に位置しており、発着回数も段階的に増加していくことから、周辺住

民及び関係機関との協議を十分に行い、理解を得ながら、騒音・環境対策事業の拡充を

はかること。特に、住宅防音工事については、対象室数の制限を見直すとともに、建替

えや増改築も新たに対象とすること。また、防音工事施工済みの住宅については、防音

性能の劣化が懸念されることから、防音性能を回復するために必要な対策を講じるこ

と。さらに、空調機の更新工事についても、対象室数の制限を見直すとともに、住民負

担額の軽減をはかること。加えて、教育施設等については、防音工事で設置した空調機

の２回目以降の機能回復工事を制度化すること。

46　佐賀空港の利用促進
・新型コロナウイルス感染症関係の動向を見ながらの運休路線の完全復便

・佐賀空港を発着する国内線２路線及び国際線４路線の利用促進

47　長崎空港の活用推進
・ＣＩＱ体制の強化と東京発着便の増便をはかること。

・長崎空港運用24時間化に向けて、空港機能強化をはかること。
48　福江空港の施設整備

・空港保安施設の整備充実により、安全運航及び就航率の向上をはかること。

・チャーター便の就航環境向上のため、ＣＩＱ体制や給油施設などの整備をはかること。

49　壱岐空港の整備支援
・離島における防災拠点として、ターミナルビルの改修・整備に対する、財政的支援策を

講じること。

50　対馬空港の整備
・対馬空港は、立地条件や気象条件が悪いことに加え、滑走路の距離（1,900ｍ）が短い
ことから、国内の空港の中でも非常に着陸が難しい空港であるといわれ、他の空港より

も着陸のやり直しや引き返し、欠航が多く、安心・安全・安定運航に影響を及ぼしてい

る状況であること、また、国境離島としての役割を担う上での重要性と地域経済の活性

化をはかるために必要不可欠なジェット機の就航再開のため、滑走路延長（最低2,000
ｍ以上）の整備をはかること。

・併せて、滑走路32側にＬＯＣ（ローカライザー）が設置されているが、滑走路14側に
は設置されていないため、安定運航のためにも空港機能の高度化をはかること。

51　大分空港の運航拡充
・乗継割引を含めた運賃割引制度の拡充

・国際化推進のためのＣＩＱ体制の充実

・空港機能を拡充する施設整備

・騒音・環境対策事業の充実

52　熊本空港の整備と機能強化
・熊本空港は平成28年４月14日21時26分頃の発生に続く４月16日未明の地震によって
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の２回目以降の機能回復工事を制度化すること。

46　佐賀空港の利用促進
・新型コロナウイルス感染症関係の動向を見ながらの運休路線の完全復便

・佐賀空港を発着する国内線２路線及び国際線４路線の利用促進

47　長崎空港の活用推進
・ＣＩＱ体制の強化と東京発着便の増便をはかること。

・長崎空港運用24時間化に向けて、空港機能強化をはかること。
48　福江空港の施設整備

・空港保安施設の整備充実により、安全運航及び就航率の向上をはかること。

・チャーター便の就航環境向上のため、ＣＩＱ体制や給油施設などの整備をはかること。

49　壱岐空港の整備支援
・離島における防災拠点として、ターミナルビルの改修・整備に対する、財政的支援策を

講じること。
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ｍ以上）の整備をはかること。

・併せて、滑走路32側にＬＯＣ（ローカライザー）が設置されているが、滑走路14側に
は設置されていないため、安定運航のためにも空港機能の高度化をはかること。

51　大分空港の運航拡充
・乗継割引を含めた運賃割引制度の拡充

・国際化推進のためのＣＩＱ体制の充実

・空港機能を拡充する施設整備

・騒音・環境対策事業の充実

52　熊本空港の整備と機能強化
・熊本空港は平成28年４月14日21時26分頃の発生に続く４月16日未明の地震によって
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ターミナルビルが損傷・閉鎖したため、３日間全便が欠航する事態となった。その後も

部分的に施設の閉鎖と欠航が続き、完全復旧には到らなかった。本地震の被害について

十分に検証したうえで、地震の際の空港機能を確保するため、空港施設の耐震性の向上

に係る措置を講じること。

・熊本地震において車中泊の避難者が多かったことを鑑み、駐車場の活用・拡張など大規

模災害時における避難施設としての活用について検討すること。

・九州中央の内陸部に位置するなど熊本空港が持つ防災拠点としての優位性をいかし、

九州を支える広域防災拠点としての機能を強化するため、防災上の拠点空港として位

置づけるとともに、救援物資保管施設など必要な施設整備について所要の措置を講じ

ること。

・国内路線・国際路線の拡充等に対応できるようにするため、エプロンを増設すること。

・ＣＩＱ体制について、急増するアジア等からの来客に対し迅速かつ適切に対応するた

め、充実・強化をはかること。

・騒音、環境対策事業の充実をはかること。

・運営会社に上記事項を検討させること。併せて、空港周辺市町との共生に関する事業の

更なる充実をはかること。

53　宮崎空港を発着する航空路線の維持・充実及び空港周辺地域への配慮
・防疫対策に継続して取り組み、新型コロナウイルス感染症の収束を見据えた航空路線の

維持・充実のための取組を展開すること。

・現在、無償貸付を行っている土地については、周辺住民の民生安定に配慮し今後も無償

貸付を継続すること。

・空港周辺の住宅防音工事で外部開口部に設置した防音建具について、経年劣化等により

その機能の全部または一部を保持していない場合、その取替えについて更新工事の補助

制度を新たに創設すること。

・独立行政法人航空大学校の定員数が平成30年度より増加しているが、定員数の増加に
比例して宮崎空港周辺での航空大学校訓練機の騒音が増加することのないよう、対策を

講じること。

54　鹿児島空港の利用者増に向けた機能の充実と周辺環境整備の推進
・国際線の利便性向上と利用促進のため、ＣＩＱ体制の充実をはかること。

・空港アクセス交通についての速達性や乗換利便性、案内機能の向上をはかり、交通拠点

機能としての強化に努めること。

・鹿児島空港の利用者増に向けた機能の充実と周辺整備をはかること。

・空港利用者の利便性向上のため、鹿児島空港周辺の渋滞緩和対策として、国道504号の
４車線化の延長を早期にはかること。

・騒音・環境対策事業の充実をはかること。また、これらの事業の遂行には、周辺住民及

び地元関係機関との協議を十分に行い、理解を得ながら対応すること。

・航空機エンジンテストに起因する騒音の発生源及び防音対策を講じること。

・教育施設等防音工事については、防音工事で設置した空調機の２回目以降の機能回復工

事を制度化すること。

55　屋久島空港のジェット化の推進と機能の拡充
・ジェット機の就航が可能となる滑走路の延長整備（2,000ｍ）を推進すること。

56　喜界空港の整備支援
・空港ビルの快適性向上のための施設整備・改修について財政支援を行うこと。
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57　徳之島空港の利活用の推進
・「大阪－徳之島」間の直行航空路線の復活など、離島空港と東京・福岡等との国内航空

路線や離島間の航空路線の拡充・強化をはかること。

・世界自然遺産登録が実現すると、観光入込客の増加が期待される。離島航空路の快適性

向上はもちろんのこと、観光入込客の増加を見据えた、ターミナルビルの整備・改修及

び、施設設備をはかること。

58　沖永良部空港の安全の確保と防災対策の充実
・空港及び周辺消防施設の整備を促進する等防災対策の強化をはかること。

59　与論空港の整備支援
・空港ビル前のアーケード整備について財政支援を行うこと。

・エプロン拡張への様々な支援（定期便利用時、ドクターヘリ・他の小型機受け入れに支

障があるため）を行うこと。

・滑走路端安全区域（ＲＥＳＡ）基準を満たす整備への財政支援を行うこと。
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